
 

海南市立大東小学校塩津地区児童送迎業務実施仕様書 

 

受託者は海南市立大東小学校塩津地区児童送迎業務、その他運行に必要な付随業務を、以

下により実施しなければならない。 

受託者は当該委託業務を実施するに当たって、この仕様書に定めるもののほか、道路運送

車両法（昭和 26 年法律第 185 号）、道路交通法（昭和 35 年法 105 号）、その他の関係法令

を遵守し、学校の児童の安全かつ円滑な送迎が適正に行われるよう、当該委託業務を誠実に

履行しなければならない。 

 

１ 委託業務名 海南市立大東小学校塩津地区児童送迎業務 

 

２ 委託期間  令和８年８月１日から令和９年７月 31 日 

 

３ 運行コース 

海南市立大東小学校（海南市下津町方１）と露の浜（海南市下津町塩津 1438 付近）の

間で運行する。 

運行に使用する車両については受託者所有車両とする。また、転入転出及び転居等の事

由により、実際の利用児童数が増減する可能性があることを予め十分理解し、対応するこ

と。 

 

４ 委託業務の内容 

海南市立大東小学校長（以下、学校長という）が定める運行表及び「大東小学校塩津

地区児童送迎車両運行計画書」（別紙１）、「大東小学校塩津地区児童送迎車両運行時間

表」（別紙２）、「大東小学校塩津地区児童送迎業務に係る送迎時間及び送迎距離につい

て」（別紙３）、「大東小学校塩津地区児童送迎業務受託者実施事項」（別紙４）に基づき

学校の児童の安全かつ円滑な送迎を適正に行う。 

また、運行中のトラブル発生時には「通園・スクールバス（タクシー）災害時等の対

応マニュアル」を基に適切に対処する。 

 

５ 経費の負担 

受託者はこの仕様書が定める業務を遂行するに当たって必要な一切の経費を負担する。

また、図１に定める経路を通行できない場合において別の経路に迂回して児童を送迎した

場合についても、それに要する費用は受託者の負担とする。 

 

６ この仕様書に定めない事項、又は疑義のある事項については、双方協議の上、決定する

ものとする。 



 

 



 

別紙１ 

大東小学校塩津地区児童送迎車両運行計画書 

 

１ 送迎に使用する自動車の仕様 

(1) 受託者の所有であって、「大東小学校塩津地区児童送迎車両運行時間表」（別紙２）に

おいて指定する人数を１台で送迎できるマイクロバス（現行の三菱ローザ 25 人乗り

と同程度とする）。ただし、乗車する児童全員がシートベルトを着用できるものでな

ければならない。 

（2）送迎に使用する自動車には、通学で使用している車両(スクールバス等)であることを

示す表示板を、車体に貼り付ける。 

 

２ 送迎日(運行日) 

学校長が指定する日(祝日、土曜日、日曜日等の日も含む) 

 

３ 送迎日数 

年間 225 日以内 

 

４ 送迎距離及び送迎時間 

契約期間内において、4,500km 以下とし、送迎時間については、「大東小学校塩津地区

児童送迎車両運行時間表」（別紙２）を標準とする。 

 

５ 送迎経路(運行経路) 

図１に示す経路とする。 

図１に示す経路を通行できない場合は、迂回をして送迎を行うものとする。 

 

６ 冬用タイヤ 

送迎に使用する車両については 12 月１日から翌年３月末日までの間は冬用タイヤを使

用しなければならない。 

  



 

 



 

別紙２ 

 

大東小学校塩津地区児童送迎車両運行時間表 

 

下記は標準であり、学校行事等によって送迎時間・送迎人数・送迎回数を変更する場合

があるため、実際の運行にあたっては、海南市立大東小学校長（以下、学校長という）の

指示に従うものとする。また、出発時刻の 10 分前に配車を行うこと。 

記 

①通常時                                    

１.登校時 

露の浜 

➡ 
海南市コミュニティバス 

塩津バス停付近 ➡ 
大東小学校 

7:45 7:50 8:00 

    （利用人数は１便につき原則 10 名程度とする） 

２.下校時 

 ・水曜日以外--------------------------------------------------- 

  第１便（利用人数は１便につき原則 5 名程度とする） 

大東小学校 

➡ 
海南市コミュニティバス 

塩津バス停付近 ➡ 
露の浜 

14:50 15:00 15:05 

  第２便（利用人数は１便につき原則 5 名程度とする） 

大東小学校 

➡ 
海南市コミュニティバス 

塩津バス停付近 ➡ 
露の浜 

15:40 15:50 15:55 

    ・水曜日----------------------------------------------------------- 

  第１便（利用人数は１便につき原則 5 名程度とする） 

大東小学校 

➡ 
海南市コミュニティバス 

塩津バス停付近 ➡ 
露の浜 

14:25 14:35 14:40 

  第 2 便（利用人数は１便につき原則 5 名程度とする） 

大東小学校 

➡ 
海南市コミュニティバス 

塩津バス停付近 ➡ 
露の浜 

15:25 15:35 15:40 

 



 

②夏季休暇中における自由水泳実施日                      

 

１.登校時 

露の浜 ➡ 海南市コミュニティバス 

塩津バス停付近 
➡ 大東小学校 

 

２.下校時 

大東小学校 ➡ 海南市コミュニティバス 

塩津バス停付近 
➡ 露の浜 

 乗車人数（10 名以内）及び送迎時刻・送迎回数は学校長の指示によるものとする。 

 

 

③その他                                 

  

 学校長の指示により、「大東小学校塩津地区児童送迎車両運行計画書」（別紙１）に示す

距離の範囲内で、上記①及び②以外に運行を行う。 

 



別紙３

発 学校着 学校発 着

月・火・木・金 7:45 8:00 14:50 15:05

15:40 15:55

水 7:45 8:00 14:25 14:40

15:25 15:40

225日

15.2km 45日

大東小学校塩津地区児童送迎業務

に係る送迎時間及び送迎距離について

ダイヤ

45分 80分 125分

走行

時間

登校時 下校時

※下校１運行目と２運行目の間の時間は待機時間に含む。

下校時１便目着から下校時学校２便目発35分＋下校時着後確認15分＝80分

※点呼・点検時間、回送時間、回送距離は含まない。

15.2km

年間走行

予定日数

走行

距離

180日

待機等

時　間

拘束

時間

合計日数

※下校１運行目と２運行目の間の走行は走行距離に含む。

※時刻等は標準であり、学校行事等で変更する場合あり。

※待機時間内訳：登校時発前10分＋登校時学校到着後報告10分＋下校時学校発前10分＋

45分 80分 125分



 



 

 

乗降場所 

 露の浜 

乗降場所 

 海南市 

 コミュニティバス 

 塩津バス停付近 
塩津区内の詳細な運行経路は、受託

事業者と協議の上決定する。 

乗降場所 

 大東小学校 

図１ 



 



 

別紙４ 

大東小学校塩津地区児童送迎業務受託者実施事項 

 

１ 海南市立大東小学校塩津地区児童送迎業務実施仕様書に基づき、安全、確実かつ適

切な送迎を遂行しなければならない。 

２ 受託者が本委託業務に従事させる運転業務員は、次の要件を備え、21 に定める登録

手続きを行った者でなければならない。 

ａ 心身ともに健康であり、本委託業務を遂行するについて支障のない者。 

ｂ 送迎に使用する車両の種類に係る道路交通法に規定する運転免許を受けてお

り、かつ、その効力が停止されていないこと。 

ｃ 令和８年８月１日において、運転する送迎に使用する車両に類する車両の運

転の経験が１年以上あること。 

３ 受託者は、運転業務員に、次の行為をさせないようにすること 

ａ 安全な運行に支障のある箇所を通過すること。 

ｂ 乗降口の扉を閉じる前に、発車すること。 

ｃ 乗降口の扉を、停車前に開くこと。 

ｄ 火薬類、揮発油その他の引火性液体、黄りんその他の爆発性物質等、安全な運

行に支障を生じさせるおそれのあるもの、乗車する児童等の迷惑となるものを

車内に持ち込むこと。 

ｅ 酒気を帯びて職務に従事すること。 

ｆ 送迎に使用する車両の車内又は学校内、児童の乗降場所で喫煙すること。 

ｇ 学校の児童等が乗車する車両の走行中、職務を遂行するために必要な事項以

外の事項について話をすること。 

ｈ 職務上知りえた秘密を他人に漏らすこと。 

４ 慎重かつ丁寧な運転を行うとともに、児童等に対して公平かつ懇切な対応を行い、

教育的な配慮のある対応を厳守しなければならない。 

５ 受託者は、運転業務員に対し、車両運行の安全及び児童等の利便を確保するため誠

実に職務を遂行するとともに、児童等に対して公平かつ懇切な対応を行い、教育的な

配慮ある対応するよう指導しなければならない。 

６ 受託者は、本委託業務に従事する運転業務員に対し、次の事項について適切な指導

監督を怠ってはならない。 

⑴ 運行経路の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める

車両の運転に関する事項 

⑵ 送迎業務に係る時間厳守に関すること 



 

⑶ 運行車両の車内の整理整頓や適切な清掃の実施等運行車両について清潔を保つ

ことに関し必要な事項 

⑷ 運行車両に備えた非常信号用具、消火器等の取扱い等に関する事項 

⑸ 学校の児童、学校の職員、学校の児童の保護者その他の関係者及び市民等に対

する応接に関し必要な事項 

７ 受託者は、運転業務員を遅滞なく所定の位置に配置しなければならない。ただし、

学校長または海南市教育委員会の指示がある場合は、その指示によるものとする。 

 

８ 受託者は、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全に運転することができないお

それがある運転業務員を業務に従事させてはならない。学校長又は海南市教育委員会

が、その業務を行うことについて不適当と認める運転業務員についても、同様とする

こと。 

９ 受託者は、児童等の送迎業務を終了した運転業務員に対して確認を行い、その送迎

状況について報告を求めなければならない。 

10 受託者は、次の⑴から⑼に定める事項を含む運行記録表を作成し、運行日ごとに記

録しなければならない。当該台帳は、本委託業務終了後１年間受託者において保存し

なければならない。 

⑴ 運行年月日 

⑵ 運行した車両の車両登録番号 

⑶ 運行時間(学校発の時刻及び学校着の時刻を含む)  

⑷ 出発地及び到着地 

⑸ 送迎した児童等の人数 

⑹ 運転を交替した場合は、その地点及び日時 

⑺ 酒気帯びの有無の確認方法 

⑻ 酒気帯びの有無の確認結果 

⑼ 事故、著しい遅延その他の異常な状態及びその原因運行に関する苦情の申出及

びそれに対する弁明 

11 受託者は、運行業務に使用する車両の法定点検整備、日常点検整備を適切に行わね

ばならない。 

12 学校の児童等が乗車する車両の運行中、当該車両の重大な故障を発見し又は事故が

発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止すること。 

13 受託者は、運行を中断したときは、その車両に乗車している児童等のために、次の

事項に関して運転業務員とともに適切な処置をしなければならない。この場合におい



 

て、運行の中断について直ちに学校長に報告するとともに、学校長の指示のあるとき

には、その指示に従わねばならない。 

ａ 当該学校の児童等の送迎を継続すること。 

ｂ 当該学校の児童等を出発点まで送還すること。 

ｃ ａ及びｂのほか、当該学校の児童等を保護すること。 

14 受託者は、天災その他の事故により、車両に乗車している児童等が死亡し、又は負

傷したときは、次の事項を運転業務員とともに実施しなければならない。 

ａ 死傷者のあるときは、直ちに必要な措置を講ずること。 

ｂ 死傷者のあるときは、直ちにその旨を学校長に報告すること。 

ｃ 遺留品を保管すること 

ｄ 死傷者を保護すること。 

15 受託者は、送迎に使用している車両の運行を中断したとき又は送迎に使用している

車両の運行において事故が発生したときは、直ちに 13 及び 14 に規定する対応のほ

か、適切な対応を行い、24 時間以内にその概要を報告する書類を学校長に提出しなけ

ればならない。また、中断又は事故の原因について調査し、その再発防止対策につい

て取りまとめ、中断および事故の状況について整理した上、その中断又は事故の発生

から 10 日以内に、車両故障事故報告書を学校長に提出しなければならない。この場

合において受託者は、学校長に対し所要の説明を行う。 

16 受託者は、事故等に備えた代替車両を確保し、「別紙２」又は、学校長、教育委員会

が指定する運行時刻のとおりに児童を送迎しなければならない。 

17 受託者は、運行に係る事故に伴い生じた人的、物的等の損害について一切の賠償及

び対応を行わねばならない。 

18 受託者は、１箇月ごとに、次の事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これに

より運転業務員に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転業務員に携行させ

なければならない。 

⑴ 運行年月日及び運行車両の車両登録番号 

⑵ 運転業務員の氏名 

⑶ 運行時間(出発地での待機時刻及び主な経由地における発車、到着の時刻を含

む。)及び運行経路(出発地及び主な経由地の名称を含む。) 

⑷ 乗降する場所 

⑸ 運行に際して注意を要する箇所の位置及びその状況 

⑹ その他運行の安全を確保するために必要な事項 

19 受託者は、運行する車両に少なくともその運行経路区域内の道路、地名、著名な建



 

造物、公園、名所、旧跡、鉄道の駅などが明示された地図を備えておかなければなら

ない。 

20 受託者は本委託業務の遂行に十分な運転業務員(交替するための運転業務員を含

む。)を常時、選任しておかなければならない。 

21 受託者は、本委託業務に従事させる運転業務員全員について次の⑴から⑹までの事

項を記載し、かつ、⑺の当該運転業務員の写真をはり付けた児童送迎運転業務員台帳

を作成し、これを学校長に提出しなければならない。また、送迎業務に従事させる運

転業務員は、この台帳に掲載した者でなければならない。なお、記載事項等の変更、

追加等があった場合には、当該台帳の修正等を行わねばならない。当該台帳は、委託

業務終了後受託者に返還し、受託者はその後 1 年間当該台帳を保存しなければならな

い。 

⑴ 作成年月日 

⑵ 受託者の氏名又は名称 

⑶ 運転業務員の氏名、生年月日及び住所 

⑷ 雇入れの年月日及び運転業務員に選任された年月日 

⑸ 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)に規定する運転免許に関する次の事項 

ア 運転免許証の番号及び有効期限 

イ 運転免許の年月日及び種類 

ウ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件 

⑹ 電話番号 

⑺ 当該台帳の作成前６月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の３

㎝×４㎝以上の大きさの写真 

22 受託者は、運転業務員に制服を着用させ、その者が運転業務員であることを表示さ

せなければ、その者をその職務に従事させてはならない。 

23 受託者は、運転業務員が車両の運行の安全の確保のために遵守すべき事項及び運転

業務員の服務についての規律を定めなければならない。 

24 受託者は、学校の児童に対する対応その他車両による送迎に関して苦情を申し出た

ものに対して、遅滞なく弁明しなければならない。 

25 受託者は、運転業務員に携帯電話を携行させる、又は業務に使用する車両に無線機

を配備する等して、受託者、運転業務員、学校、海南市教育委員会等が常に関係者と

連絡をとりあえるようにしておかねばならない。 

26 その他、学校長及び海南市教育委員会の指示に従うこと。 

 



 

 

 

 

 

通園・スクールバス（タクシー） 

災害時等の対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月作成 

海南市教育委員会 

 

 

 

 



 



1 

 

本マニュアルは、海南市通園・スクールバス（タクシー）における幼児・児童等の安心・

安全な登降園・登下校の運行及び臨時運行を実施するにあたり、運行中のトラブル発生時に

迅速、適切に対処するため作成する。 

（関係法令） 

・道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号) 

・道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号） 

・道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号) 

・学校保健安全法施行規則(令和４年文部科学省令第 41 号) 

 

災害等発生時の対応について 

１ 運行中に災害等が発生した際の基本的行動                    

(１) 災害等が発生した際は、慌てず、落ち着いた行動をとること。 

(２) 運転者は乗車している幼児・児童等の安全確保を最優先すること。 

(３) 的確な初動対応を行うこと。 

(４) 災害等が発生した場合は「災害等が発生した場合のフロー図」を参考に行動するこ 

と。 

(５) バス(タクシー)を置いてやむを得ず避難しなければならない場合は、状況に応じて、

エンジンは切り、エンジンキーは付けたまま、もしくは運転席など分かりやすい場所に

置いておくとし、窓を閉め、ドアロックはしないこととする。 

(６) 教育委員会からのドライブレコーダーやその他の書類提出依頼、説明要求に速や 

かに対応すること。 

 

２ 地震(震度５強以上)が発生した場合                        

(１) 登園・登校前(幼児・児童：在宅中) 

   登校前は、幼稚園・小学校からの連絡に応じた対応をとる。 

(２) 登降園・登下校中 

乗車している幼児・児童等がいる場合は、周囲の状況を確認したうえで、直ちに安全

な場所へ避難すること。また、幼稚園・小学校に状況を報告し、対応を協議すること。 

(３) 在園・在校中 

    活動時間や授業時間など園学校生活中は、幼稚園・小学校に向かうルートの安全につ

いて情報収集に努め、走行が難しい場合等は、幼稚園・小学校に状況を報告し、対応を

協議すること。 

(４) 登降園・登下校共通事項 

  ア 登降園・登下校中、運行不可能となった場合は、運転者は、バス(タクシー)を安全

な場所に停車し、幼児・児童等を落ち着かせ、停車位置、車内の状況を業務を請け負

った事業者の運行管理者（以下、運行管理者という。）に報告すること。 

  イ 運行管理者は、幼稚園・小学校に連絡を取り対応すること。また、その旨を教育委
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員会に報告すること。 

  ウ 震度５以下の場合でも、大きな被害がでている場合は、上記の各項目に準じて適切

に対応をすること。 

 

３ 津波警報・大津波警報等が発令された場合                    

(１) 登園・登校前(幼児・児童：在宅中) 

   登校前は、幼稚園・小学校からの連絡に応じた対応をとる。また、その旨を教育委員

会に報告すること。 

(２) 登降園・登下校中 

   ア 乗車している幼児・児童等がいる場合は、ハザードマップのレベル３で示されて 

いる高台等浸水の危険性のない、より標高が高くより安全な場所に向かうこと。高台

等に向かえない場合は、ハザードマップのレベル２で示されている避難場所等へ向か

うこと。レベル２で示されている避難場所等にも向かえない場合には、ハザードマッ

プのレベル１で示されている津波緊急避難ビル等へ向かうこと。 

   イ 幼児・児童等の安全が確保され次第、避難場所等状況を運行管理者に報告するこ 

と。 

   ウ 運行管理者は、幼稚園・小学校に連絡を取り対応すること。また、その旨を教育

委員会に報告すること。 

   エ 活動時間や授業時間など園学校生活中は、幼稚園・小学校に向かうルートの安全に

ついて情報収集に努め、走行が難しい場合等は、幼稚園・小学校に状況を報告し、対

応を協議すること。 

 

４ 交通事故                                                                       

(１) 運転者は、負傷者の救護を第一優先とし、警察、消防及び運行管理者に連絡するこ 

と。 

(２) 運行管理者は、幼稚園・小学校及び教育委員会に連絡すること。 

(３) 登降園・登下校中の事故のときは、運行管理者は代車を用意し幼児・児童の登降園・

登下校に対応すること。 

 

５ その他の災害                                                                                                                                   

(１) 運行が困難となった場合、運転者はバス(タクシー)を安全な場所に停車し、幼児・ 

児童等を落ち着かせ、停車位置、車内の状況を運行管理者に報告するとともに適切に 

対応すること。 

(２) 運行管理者は、幼稚園・小学校に連絡を取り対応すること。また、その旨を教育委 

員会に報告すること。 

別添資料 

弾道ミサイル飛来時のチラシ・リーフレット 
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６ 車輌の異常(車輌火災の恐れがある等)                                               

(１) 異常を感知した時は、ハザードランプを点灯させ、他の交通の支障のないよう直ち 

に空き地または路肩に停車すること。ただし、トンネル内で感知したときは、可能な限 

りトンネルからの脱出を試み、不可能と判断したら直ちに可能な限り左側に寄せ停車す 

ること。 

(２) 異常を点検する際は、火災が発生しているかどうかを確認し、故障がある場合は、 

燃料・オイルが漏れていないか、電気系統の異常等による火災の恐れがないか確認をす 

ること。 

(３) 運転者は、乗務教諭、幼児・児童に状況を説明し、運転者の指示に従うことを徹底す

ること。 

(４) 車外への脱出を試みる前に周りの異常を周知するため、停止表示器材等を設置する 

こと。 

(５) 幼児・児童等の脱出を優先すること。乗降口からの脱出を優先とするが、不可能な 

場合は、窓からの脱出を指示すること。窓から脱出する際はガラスの破片に十分注意

し、後方防護等の安全確認を行うこと。乗務教諭、幼児・児童等の協力を求めて脱出を

開始すること。 

(６) 火災が起きている場合は燃焼部位に近い幼児・児童等、起きていない場合は脱出口 

に近い幼児・児童から脱出させること。火災時の避難は、ハンカチなどで口をおおい、 

煙を吸わないように避難させること。 

(７) 運行者は、車外へ脱出後は車内に残った幼児・児童がいないか再確認をし、幼児・児

童を車線外へ誘導すること。 

(８) 幼児・児童等の安全を確認した後、110 番及び 119 番通報すること。 

(９) 警察及び消防への通報後、運行管理者に連絡すること。運行管理者は幼稚園・小学校

及び教育委員会に報告すること。 

(10) 状況に応じて初期消火に当たること。 
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７ 車内置き去り防止について ※設置は通園バスのみ                                    

（１） 運行者は「車内置き去り防止支援システム」の仕様等を熟知しておくこと。 

（２） 運行者は、通園バスの運行後、車内に園児等が残されていないか確認を行い、置き

去り防止装置の適切な操作を行うこと。 

 

「車内置き去り防止支援システム」は、車両のエンジン停止後、運転者や乗務員へ音声

案内で車内に残った人員の確認を促し、確認が実施されない等でリセットスイッチが押さ

れなかった場合、車外へ警報を発する「降車時確認式」の装置である。 

また、万が一車内に取り残された幼児などが、自ら助けを求める際に SOS スイッチを押

すことでも車外へ警報を発する。 

 

■リセットスイッチ：乗務員へ車内の確認を促す音声案内と確認未実施時に車外へ警報を

行う。 

          ・エンジン停止後、車内の確認を促す音声案内を開始。 

          ・乗務員が車内に幼児などがいないかを確認後、車両最後部に設置し

たリセットスイッチを押すことで、音声案内が停止。 

          ・音声案内開始から一定時間経過してもリセットスイッチが押されな

い場合、ホーンの吹鳴と、ハザードランプが点滅。 

■SOS スイッチ   ：万が一車内に取り残された際、スイッチを押すことで車外へ警報を

行う。 

             ・取り残された幼児が自ら助けを求める場合、車内に設置した SOS ス

イッチを押すことでホーンの吹鳴とハザードランプが点滅。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＯＳスイッチ 

ＳＯＳスイッチ 

リセットスイッチ 
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ハ ザ ー ド マ ッ プ 貼 付 欄 

 

ハザードマップを携帯し、日頃から避難場所等の確認を行うこと。 
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災害等が発生した場合のフロー図

①子どもの安全確保
通園バス・スクールバス（タクシー）を安全な場所へ移動

②負傷者の応急対応
警察(110)／消防(119)通報

③運行管理者に連絡

③幼稚園学校・教育委員会に連絡
( )幼稚園・小学校 TEL

教育委員会総務課 TEL 073-492-3347

④応援人員出動
教育委員会・運行管理者は現場へ行き、対応・報告

⑤走行可能な場合 ⑥走行できない場合
指定場所(停留所)へ <故障の場合> 代車を手配

<自然災害> 幼稚園学校等に連絡し対応

⑦幼稚園学校・教育委員会が協議し、適切な対応にあたる

⑧聴き取り調査と事後措置
<教育委員会> 聴き取り

<運行管理者> 事故報告書の作成・提出

事故または自然災害発生
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緊急連絡先 

 

◎警察 １１０  ◎消防(救急) １１９ 

 

◎海 南 市 教 育 委 員 会 総 務 課  ０７３－４９２－３３４７ 

 

◎通園バス・スクールバス(タクシー)運行対象校 

 【幼稚園】海南市立 下津幼稚園 ０７３－４９２－０４５２ 

【小学校】海南市立 内海小学校 ０７３－４８２－０２５８ 

加茂川小学校 ０７３－４９４－００３１ 

大東小学校 ０７３－４９２－２０４０ 

東海南小学校 ０７３－４８７－０２４１ 



 



※イメージ

弾道ミサイルが着弾した場合、激しい爆風や破片などにより、
身体へ大きな被害を受ける可能性があります。
爆風や破片などから身を守るため、状況に応じた避難行動を
とることが大切です！

地面に伏せる、頭部を守る……。
それで、ミサイル攻撃から
身を守れるとは思えません

横（水平）方向に広がる爆風や飛散する破片
などに対して身体の衝突面を極力減らすこ
とが重要なので、避難行動をとらない場合と
比べれば被害を軽減できる可能性を高める
ことができます。

を分けるのは避難行動を分けるのは避難行動明 暗
弾道ミサイル攻撃を受けたとき弾道ミサイル攻撃を受けたとき

爆風 破片

弾道ミサイルによる被害の程度は、その威
力などによりさまざまであり一概には言えま
せんが、地下への避難などの適切な避難行
動をとることで、避難行動をとらない場合と
比べて被害を軽減できる可能性を高めるこ
とができます。

近所には、丈夫な建物も地下もなく、
避難できるところがありません

横（水平）方向に広がる爆風や飛散する
破片などに対して身体の衝突面を極力
減らすことが重要なので、木造住宅へ避
難するだけでも、避難行動をとらない場
合と比べて被害を軽減できる可能性が
高まります。

国民保護 検索詳しくは、内閣官房国民保護ポータルサイトへ詳しくは、内閣官房国民保護ポータルサイトへ

内 閣 官 房

避難行動にかけられる時間は限られたも
のですが、それでも、近くの建物の中や地
下へ避難する、物陰に身を隠すなど、わず
かな時間でもできることはあります。

Jアラートが流れた後に
避難を始めても手遅れでしょう？

よくあるご意見と回答

地面に伏せ
頭部を守る

または

物陰に身を隠す

近くの建物の中
（できれば頑丈な建物や地下施設）

または地下へ

窓から離れる
または窓がない部屋へ

爆風で割れた窓ガラス
などを避ける

爆風や破片などを避ける

近くに建物がない場合はもしも
!

避難したところで、弾道ミサイルが
直撃したら何をやっても無意味では？
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時速800km 時速250km 時速110km 時速36km

5000m 500m 100m 10m水深

時速800km 時速250km 時速110km 時速36km

海岸付近で地震の揺れを感じたり津波警報等が発表されたら、
ただちに高い場所に急いで避難しましょう。

津波避難場所津波避難ビル

「より高いところ」を目指して逃げよう！

車を利用した場合、渋滞など
により円滑に避難できない
場合があります。原則､徒歩
で避難しましょう。

テレビ、ラジオ、スマホ等に
より、最新の情報を確認しま
しょう。

津波はとても速いので、津波
を見てから逃げたのでは間
に合いません。
地震による揺れが無い場合
や揺れを感じにくい場合に
も大きな津波が来襲する可
能性もあります。

沿岸沿いにお住まいの方や旅行される方
は、「津波ハザードマップ」で「津波の避難
場所」等を確認しておきましょう。
また、日頃からいろいろな場合を考えて、
避難経路やいざという時の行動などを周
りの人と話し合っておくことが大切です。

（避難所はその後の避難生活を送るための場所なので、切迫
した災害の危険から逃れるための避難場所とは違います。）

目指すところは、
避難所ではなく避難場所！

■旗を振る人も、時間的・場所的に安全が確保
　されていない状況では直ちに避難します。

津波避難場所津波避難ビル

「より高いところ」を目指して逃げよう！

海岸付近で地震の揺れを感じたり津波警報等が発表されたら、
ただちに高い場所に急いで避難しましょう。

地震だ、津波だ、すぐ避難！地震だ、津波だ、すぐ避難！地震だ、津波だ、すぐ避難！地震だ、津波だ、すぐ避難！地震だ、津波だ、すぐ避難！地震だ、津波だ、すぐ避難！



地震火山部地震津波監視課
地震津波防災推進室

〒105-8431　東京都港区虎ノ門3丁目6番9号
電話 :03-6758-3900(代表)　FAX:03-3584-8644
  　　　（耳の不自由な方向け）

津波警報等　は、テレビやラジオ、携帯電話等で知ることができます。
知る手段に、令和2年6月より新しく「津波フラッグ」が加わりました。
海岸で「津波フラッグ」を見かけたら、速やかに避難しましょう。

令和３年５月発行


